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あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
す 

     

本
年
も
役
職
員
一
同
、
地
域
経
済
発

展
の
た
め
、
よ
り
い
っ
そ
う
邁
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
商
工
会
へ
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 令

和
四
年
一
月 

小
須
戸
商
工
会 

会
長 

山
口 

能
行 

 

副
会
長  

星
田 

浩
意 

副
会
長  

藤
田 

啓
典 

理
事 

髙
野 

浩
和 

理
事 

板
井 

雅
明 

 
 

理
事 

高
野 

和
之 

理
事 

村
山 

朋
浩 

理
事 

砂
井 

時
雄 

理
事 

梅
津 

三
洋 

理
事 

小
林 

市
蔵 

理
事 

内
山 

芳
郎 

  

令
和
五
年
十
月
か
ら
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
（
以
下
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」）
の

導
入
が
予
定
さ
れ
る
中
、
既
に
令
和
三
年

十
月
か
ら
は
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

登
録
申
請
の
受
付
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
免
税
事
業
者
の
取
引

排
除
や
事
務
負
担
の
増
加
等
、
軽
減
税
率

制
度
の
導
入
以
上
に
、
事
業
活
動
に
与
え

る
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。 

そ
う
し
た
中
で
、
令
和
四
年
一
月
か
ら

施
行
開
始
さ
れ
た
改
正
電
子
帳
簿
保
存
方

式
で
は
、
実
務
の
効
率
化
に
よ
る
事
務
負

担
の
軽
減
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
制
度
・
改
正
内
容
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
者
向
け
講
習
会

を
新
潟
県
商
工
会
連
合
会
が
開
催
し
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
詳
細
は
同
封
し
た
チ
ラ

シ
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
受
講
を
希
望
さ
れ

る
方
は
チ
ラ
シ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。 

【
開
催
日
時
】 

令
和
四
年
一
月
二
十
七
日
（
木
） 

午
後
二
時
～
四
時
ま
で 

【
会
場
】 

①
オ
ン
ラ
イ
ン
（Zoom

） 

②
特
設
会
場
（
新
潟
県
商
工
会
館
七
階
） 

【
問
い
合
わ
せ
】 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会 

広
域
指
導
セ

ン
タ
ー
（
清
野
・
渋
谷
） 

☎
〇
二
五‐

二
八
三-

一
三
一
一 

日
本
政
策
金
融
公
庫
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍

に
お
け
る
事
業
者
の
資
金
繰
り
対
応
と
し

て
コ
ロ
ナ
対
策
マ
ル
経
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
マ

ル
経
）
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ロ
ナ
関
係
融

資
制
度
の
実
施
を
し
て
参
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
マ
ル
経
に
よ
る
対
応

は
令
和
四
年
三
月
ま
で
の
予
定
で
し
た
が
、

先
般
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
経
済
対
策
に
お

い
て
、
コ
ロ
ナ
マ
ル
経
の
運
用
が
令
和
四

年
四
月
以
降
も
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
四
月
以
降
、

本
制
度
は
引
き
続
き
継
続
す
る
も
の
の
、

現
行
の
取
扱
い
か
ら
、
売
上
減
少
要
件
が

変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
コ
ロ
ナ
マ
ル
経
融
資
を

希
望
さ
れ
る
方
は
商
工
会
ま
で
お
早
目
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

事
業
者
の
皆
様
の
感
染
拡
大
防
止
へ
の

ご
協
力
及
び
、
新
潟
県
内
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
進
捗
に
よ
り
、
十
月
五
日
に
警
報
を

解
除
し
て
以
降
、
県
内
で
は
落
ち
着
い
た

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
最
近
で
は
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
な 

ど
新
型
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡 

大
が
世
界
規
模
で
展
開
さ
れ
る
な
ど
、
ま 

だ
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
県
民
の

皆
様
に
は
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、

引
き
続
き
、
次
の
事
項
の
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

■
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ス
ク
着
用
、
手
指
消
毒
な
ど
の
基
本

的
感
染
対
策
を
実
施 

■
特
に
、
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
飲
食
を
伴

う
会
合
で
は
、
基
本
的
感
染
対
策
に
加

え
、
体
調
管
理
、
に
い
が
た
安
心
な
お
店

応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
認
証
店
な
ど
感
染

対
策
が
徹
底
さ
れ
た
店
舗
の
利
用 

■
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
検
討
（
感
染
予
防
・
発 

症
予
防
・
重
症
化
予
防
の
３
つ
の
効
果 

が
期
待
で
き
ま
す
） 

【
問
い
合
わ
せ
】 

新
潟
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課 

 
 
 

☏
〇
二
五-

二
八
〇-

五
二
三
四 

1月 

の花 
 

すいせん 

 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第２５９号 

小須戸 

商工会 

 

事
業
者
向
け 

 
 

税
務
・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
講
習
会 

理
事 

武
田 

 

聡 

理
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小
池
富
美
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理
事 

川
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雅
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理
事  

吉
田 

松
夫 

理
事 

高
井 

 

学 

理
事 

加
藤 

由
輝 

理
事 

長
井 

隆
史 

理
事 

高
橋 

綾
子 

監
事 

小
見 

健
雄 

監
事  

名
古
屋
信
広 

職

員

一

同 

新
潟
県
か
ら
県
民
の
皆
様
へ
の
お
願
い 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
影

響
を
受
け
た
事
業
者
に
対
す
る
コ
ロ
ナ
関

連
融
資
制
度
の
取
扱
期
限
延
長
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

降
積
雪
期
に
お
け
る
労
働
災
害
防
止
対 

策
の
徹
底
に
つ
い
て
新
潟
労
働
局
か
ら 

の
お
知
ら
せ 
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新
潟
労
働
局
で
は
、
二
〇
一
八
年
度
を

初
年
度
と
す
る
「
第
十
三
次
労
働
災
害
防

止
推
進
計
画
（
五
か
年
計
画
）
」
に
お
い
て
、

降
積
雪
期
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、

冬
季
無
災
害
運
動
実
施
要
領
を
策
定
し
、

冬
季
に
お
け
る
現
場
の
安
全
衛
生
管
理
は

も
と
よ
り
、
労
働
者
一
人
ひ
と
り
に
対
す

る
安
全
意
識
の
啓
発
や
安
全
衛
生
教
育
の

実
施
等
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

 

昨
冬
新
潟
県
で
は
記
録
的
な
豪
雪
と
な

り
、
雪
に
よ
る
労
働
災
害
（
休
業
四
日
以

上
）
の
死
傷
者
数
は
、
三
二
七
人
（
前
年
度

比
プ
ラ
ス
二
七
九
人
）
と
大
幅
な
増
加
と

な
り
ま
し
た
。 

 

新
潟
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、

労
働
災
害
防
止
を
目
的
と
し
た
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。 

【
冬
季
無
災
害
運
動
の
推
進
に
つ
い
て
】 

新
潟
労
働
局 

https:
//jsite.mhlw.g

o.jp/niigata-

roudou
kyoku/hourei_s

eido_tetsuzuk
i

/anzen
_eisei_00003.h

tml 

秋
葉
区
役
所
に
お
い
て
、
二
月
十
六
日

よ
り
申
告
に
関
す
る
相
談
会
場
が
設
置
さ

れ
ま
す
が
、
今
年
度
は
混
雑
緩
和
の
た
め
、

入
場
整
理
券
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
整
理

券
は
各
会
場
で
当
日
配
布
さ
れ
ま
す
が
、

国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
事

前
発
行
も
可
能
で
す
。
ま
た
混
雑
状
況
に

よ
り
後
日
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

【
来
場
予
約
受
付
開
始
】 

 

令
和
四
年
一
月
十
一
（
火
） 

【
令
和
三
年
分
の
確
定
申
告
期
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

納
期
限)

】 

≪

所
得
税≫

 

二
月
十
六
日(

水)

～
三
月
十
五
日(

火) 

 
 
(

振
替
納
税
は
、
四
月
二
十
一
日
（
木) 

≪

贈
与
税≫

 

二
月
一
日(

火)

～
三
月
十
五
日(

火) 

≪
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税≫

 
二
月
十
六
日(

水)

～
三
月
三
十
一
日(

木) 

(
振
替
納
税
は
、
四
月
二
十
六
日(

火) 

☆
振
替
納
税(
口
座
引
落
し)

を
選
択
さ
れ

ま
す
と
、
振
替
期
日
の
引
落
し
を
も
っ
て
、

期
限
内
納
税
と
な
り
ま
す
の
で
お
得
で
す
。 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署
へ
「
口
座
振

替
依
頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

近
年
、
税
務
署
か
ら
所
得
税
の
申
告
書

用
紙
の
送
付
に
代
わ
っ
て
、
ハ
ガ
キ
（
又
は

通
知
書
）
が
発
送
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
ハ
ガ
キ
に
は
確
定
申
告
に
必
要
な
内
容

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
必
要
と
な
り

ま
す
。
当
会
に
確
定
申
告
の
相
談
指
導
を

依
頼
さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
告

に
必
要
な
書
類
と
一
緒
に
お
知
ら
せ
ハ
ガ

キ
（
又
は
通
知
書
）
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
ハ
ガ

キ
は
一
月
十
四
日
か
ら
順
次
発
送
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。 

無
料
法
律
相
談
を
小
須
戸
商
工
会
館
に

て
開
催
し
ま
す
。 

相
談
は
事
前
予
約
制
で
す
の
で
、
相
談

日
前
日
ま
で
に
小
須
戸
商
工
会
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 

【
相
談
日
】 

 
 

令
和
四
年
一
月
二
十
六
日
（
水
） 

【
相
談
時
間
】 

午
前
十
時
～
正
午 

（
相
談
時
間
は
一
組
三
十
分
ま
で
） 

【
会
場
】
小
須
戸
商
工
会
館 

【
相
談
員
】
水
内 

基
成 

弁
護
士 

【
相
談
内
容
の
例
】 

利
息
の
過
払
請
求
、
事
業
再
生
の
方
法
、

従
業
員
と
の
労
働
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
、
商
品
販
売
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど 

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
公
益
財
団
法
人
に
い
が
た
産

業
創
造
機
構
）
は
、『
新
潟
県
の
産
業
を

活
性
化
す
る
』
を
使
命
に
、
県
内
企
業
の

皆
さ
ま
を
応
援
し
て
い
ま
す
。 

【
事
業
内
容
】 

○
新
商
品
・
新
技
術
を
開
発
し
た
い 

○
市
場
顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
わ
か
ら
な
い 

○
売
れ
る
商
品
づ
く
り
と
は 

 
 

な
ど 

皆
さ
ま
の
挑
戦
や
お
悩
み
を
、
多
彩
な
メ

ニ
ュ
ー
に
よ
り
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 

補
助
金
等
資
金
的
支
援
を
は
じ
め
、
専
門

家
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
セ
ミ
ナ
ー
・
講

座
・
研
修
、
オ
フ
ィ
ス
・
設
備
レ
ン
タ

ル
、
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
、
テ
ス
ト
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
支
援
、
商
品
評
価
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
な
ど
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。 

【
お
問
い
合
せ
先
】 

公
益
財
団
法
人
に
い
が
た
産
業
創
造
機
構 

電
話 

〇
二
五‐

二
四
六‐

〇
〇
二
五 

Ｅ
メ
ー
ル 

info@nico.or.jp 

  

新
津
税
務
署
か
ら 

確
定
申
告
に
係
る
お
知
ら
せ 

 

確
定
申
告
の
ご
相
談
の
際
に
は 

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
が
必
要
で
す 

無
料
法
律
相
談
会
の
ご
案
内 

ニ
コ
を
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か 


